
（参考資料） 

地方税法 

（所得控除） 

第三百十四条の二第２項第 1号 

 条文略 

２ 市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、

その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 

一 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円 

二 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下であ

る場合 二十九万円 

三 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下であ

る場合 十五万円 

 

地方税法 

（所得割の課税標準） 

第三百十三条第３項、４項、５項 

 条文略 

３ 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書（第八項及び次条第一項において

「青色申告書」という。）を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義

務者と生計を一にする配偶者その他の親族（年齢十五歳未満である者を除く。）で、専ら当該納

税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの（以下この項において「青色事

業専従者」という。）が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従

いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定

による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の

金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき

納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出

しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場

合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書

（当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。）

を提出しているとき（その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに

提出しているときを含む。）及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、

同様とする。 

４ 所得割の納税義務者（前項の規定に該当する者を除く。）が所得税法第五十六条に規定する

事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族（年齢



十五歳未満である者を除く。）で専ら当該事業に従事するもの（以下この節において「事業専従者」

という。）があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額

を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費

とみなす。 

一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円 

ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円 

二 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額（この項の規定を

適用しないで計算した金額とする。）を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額 

 

所得税法 

（事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等） 

第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一

にする配偶者その他の親族（年齢十五歳未満である者を除く。）で専らその居住者の営む前条に

規定する事業に従事するもの（以下この条において「青色事業専従者」という。）が当該事業から

次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払

を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務

の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類

似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相

当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動

産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青

色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。 

２ その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年

三月十五日まで（その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開

始した日から二月以内）に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにそ

の給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出

しなければならない。 

３ 居住者（第一項に規定する居住者を除く。）と生計を一にする配偶者その他の親族（年齢十五

歳未満である者を除く。）で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの（以下こ

の条において「事業専従者」という。）がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る

不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に

掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。 

一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円 

ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円 

二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額（この



項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。）を当該事業に係る事業専従者の数に一を

加えた数で除して計算した金額 

４ 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみな

された金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業

専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。 

５ 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経

費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。 

６ 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出が

あつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得

ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。 

７ 第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であ

るかどうかの判定は、その年十二月三十一日（これらの規定に規定する居住者がその年の中途に

おいて死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時）の現況による。ただし、当該親族

がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。 

８ 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場

合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

国民健康保険法施行令 

（市町村の保険料の賦課に関する基準） 

第二十九条の七第５項第 1号 

 条文略 

５ 市町村による法第七十六条第一項の保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する

政令で定める基準は、次のとおりとする。 

一世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した

地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額（同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五

条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額（同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しく

は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第三十五条の四第四

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得



税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規

定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適

用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同

じ。）の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額（世帯主並びに当該世

帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（以下この号及び第三号において「世帯

主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所

得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方

税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定

する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、

年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この号及び第三号において「給与所得

者等の数」という。）が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定

める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額）

に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗

じて得た金額を加算した金額（第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一

号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める

金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額）に当

該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて

得た金額を加算した金額）を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均

等割額及び世帯別平等割額（世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割

額）を減額するものであること。 

 

地方税法 

（徴収猶予の要件等） 

第十五条 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該

当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を

一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入すること

ができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その

徴収を猶予することができる。 

一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又

は盗難にかかつたとき。 

二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は

負傷したとき。 



三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 

四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 

五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。 

２ 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、当該地方団体に係る地方団体の徴収

金の法定納期限（随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつ

た日）から一年を経過した日以後にその納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、そ

の納付し、又は納入すべき当該地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない

理由があると認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限

度として、当該地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基づき、その納期限から

一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。 

３ 地方団体の長は、前二項の規定による徴収の猶予（以下この章において「徴収の猶予」とい

う。）をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該

地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期

間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当

なものに分割して納付し、又は納入させることができる。 

４ 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収

の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるとき

は、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その

期間は、既にその者につき徴収の猶予をした期間と合わせて二年を超えることができない。 

５ 地方団体の長は、前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（以下この章において「徴

収の猶予期間の延長」という。）をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の

徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予

をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該徴収の猶予期間の延長を

受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納

入させることができる。 

 

 


